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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
）　
　

一

〇
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
震
災
援
護
室
）　
　

一

〇
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
細
則 

（
医
療
整
備
課
）　
　

二

告　
　
　

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

九

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

九

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

九

〇
一
級
河
川
北
上
川
水
系
迫
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
公
表 

（
河　

川　

課
）　

一
〇

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 
（
都
市
計
画
課
）　

一
〇

公　
　
　

告

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

一
〇

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
〇

教
育
委
員
会

〇
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
〇

〇
宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

一
一

規　
　
　

則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
号

　
　
　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
五
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
一
号

　
　
　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
１
㈢
⑴
中
「
三
一
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
２
㈡
中
「
二
、
五
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
二
、
六
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
１
㈢
中
「
一
、
〇
四
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
第
三
号
３
㈠
の
表
中

「

一
七
、
八
〇
〇
円
二
二
、
九
〇
〇
円
三
三
、
七
〇
〇
円
四
〇
、
四
〇
〇
円
五
一
、
二
〇
〇
円

七
、
五
〇
〇
円

二
九
、
四
〇
〇
円
三
八
、
一
〇
〇
円
五
三
、
一
〇
〇
円
六
二
、
一
〇
〇
円
七
八
、
一
〇
〇
円
一
〇
、
七
〇
〇
円

」

を「

一
八
、
三
〇
〇
円
二
三
、
五
〇
〇
円
三
四
、
六
〇
〇
円
四
一
、
五
〇
〇
円
五
二
、
六
〇
〇
円

七
、
七
〇
〇
円

三
〇
、
二
〇
〇
円
三
九
、
二
〇
〇
円
五
四
、
六
〇
〇
円
六
三
、
八
〇
〇
円
八
〇
、
三
〇
〇
円
一
一
、
〇
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
号
３
㈡
の
表
中

「

五
、
八
〇
〇
円

七
、
八
〇
〇
円
一
一
、
七
〇
〇
円
一
四
、
二
〇
〇
円
一
八
、
〇
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

九
、
四
〇
〇
円
一
二
、
三
〇
〇
円
一
七
、
四
〇
〇
円
二
〇
、
六
〇
〇
円
二
六
、
一
〇
〇
円

三
、
四
〇
〇
円

」

を
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「

六
、
〇
〇
〇
円

八
、
〇
〇
〇
円
一
二
、
〇
〇
〇
円
一
四
、
六
〇
〇
円
一
八
、
五
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

九
、
七
〇
〇
円
一
二
、
六
〇
〇
円
一
七
、
九
〇
〇
円
二
一
、
二
〇
〇
円
二
六
、
八
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
第
六
号
２
中
「
五
四
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
３
㈡
⑴
中

「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
３
㈡
⑵
中
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
号
３
㈡
⑶
中
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
３
中
「
二
〇
六
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
〇
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
一
六
四
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一

号
４
㈡
中
「
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
２
中
「
一
三
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一

三
四
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
号

　
　
　

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
関
し
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
。
以
下

「
政
令
」
と
い
う
。）、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）
及
び

　

 

理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
令

厚
生
省
令
第
三
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

　

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又
は
作
業
療
法
士
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
）

第 

二
条　

政
令
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
一
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又

は
法
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
作
業
療
法
士
養
成
施
設
の
指
定
を
申
請
す
る
と
き
は
、
様
式

第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
変
更
の
承
認
手
続
）

第 

三
条　

政
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
第
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又
は

作
業
療
法
士
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
養
成
施
設
」
と
い
う
。）
の
変
更
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
変
更
の
届
出
手
続
）

第 

四
条　

政
令
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
成
施
設
の
変
更
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
指
定
取
消
し
の
申
請
手
続
）

第 

五
条　

政
令
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
し
を
申
請
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
指
定
に
関
す
る
調
書

１
　
開
設
予
定

　
　
（
授
業
開
始
）
　
　
　
　
年
　
　
月
　
授
業
開
始

２
　
種

類
等

理
学
療
法
士
養
成
施
設

作
業
療
法
士
養
成
施
設

合
　
　
　
　
計

１
学
年
定
員
　
　
　
　
名

１
学
年
定
員
　
　
　
　
名

１
学
年
定
員
　
　
　
　
名

高
卒
　
　
　
年
課
程

（
昼
・
夜
）

高
卒
　
　
　
年
課
程

（
昼
・
夜
）

３
　
教
　
　
　
　
員
免
許の
種
類
氏
　
　
名

年
齢
担
当

予
定

科
目
免
許

番
号
免
許

取
得

年
月

本
人
の

承
諾
書

の
有
無

所
属
長
の

承
諾
書
の

有
無

専
任
兼
任
の
別

４
　
校
　
　
　
　
舎

土
地
面
積

㎡
建
物
面
積

㎡
共
　
有
　
部
　
門

理
学
療
法
部
門

作
業
療
法
部
門

室
の
名
称

面
積
（
㎡
）
室
の
名
称

面
積
（
㎡
）

室
の
名
称

面
積
（
㎡
）

５
　
実
習
施
設

理
学
療
法
士
養
成
施
設

作
業
療
法
士
養
成
施
設

施
設
名

所
在
地

病
床
数

Ｐ
Ｔ
数

受
入
数

施
設
名

所
在
地

病
床
数

Ｏ
Ｔ
数

受
入
数

６
　
 整
備
に
要
す
る

経
費

区
分

整
　
　
備
　
　
方
　
　
法

金
　
　
　
　
　
　
　
　
額

土
地
設
置
者
所
有
・
寄
附
・
買
収
・
そ
の
他

千
円

建
物
設
置
者
所
有
・
新
築
・
買
収
・
そ
の
他

千
円

設
備

千
円

合
計

千
円

７
　
資
金
計
画

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

金
　
　
　
　
　
　
　
　
額

自
己

資
金

千
円

借
入

金
千
円

そ
の
他
（
具
体
的
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

千
円

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

千
円

　
（
備
考
）

　
　
「
５
　
実
習
施
設
」
に
つ
い
て
は
，
開
設
者
の
承
諾
を
得
た
も
の
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

様
式
第
1
号
（
第
２
条
関
係
）

理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
指
定
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
 　
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
11条
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
に
規
定
す
る
理
学
療
法
士
養
成
施
設
又
は
同

法
第
12条
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
に
規
定
す
る
作
業
療
法
士
養
成
施
設
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
，
理
学
療
法
士

及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
10条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所
及
び
氏
名
（
法

人
に
あ
つ
て
は
，
主

た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
名
称
）

住
所
（
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
の
名
称
）

　
２
　
理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
の
名
称
，
位
置
及
び
設
置
年
月
日

名
称

位
置
〒　
電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

設
置
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
３
　
理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
の
長
の
氏
名
及
び
履
歴

氏
名

履
歴
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承
　
　
　
諾
　
　
　
書

　
私
は
，
　
　
　
　
　
　

（
養
成
施
設
名
）
が
，
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
に
基
づ
く
理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成

施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
は
，
当
該
施
設
に
お
い
て
専
任
教
員
に
就
任
す
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

　
な
お
，
第
１
回
の
卒
業
生
が
出
る
ま
で
の
間
は
，
私
か
ら
専
任
教
員
の
辞
任
を
申
し
出
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

１
　
就
任
予
定
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

２
　
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
格
　
　
　
免
許
の
種
類
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
免
許
取
得
年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
免
許
登
録
番
号
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
号

３
　
教
員
等
講
習
会
受
講
の
有
無
　
　
　
有
（
第
　
　
回
講
習
会
修
了
　
修
了
証
番
号
第
　
　
　
　
　
　
　
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
（
　
　
　
　
年
度
受
講
希
望
　
あ
り
・
な
し
）

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

承
　
　
　
諾
　
　
　
書

　
貴
養
成
施
設
が
，
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
に
基
づ
く
理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
と
し
て

指
定
さ
れ
た
場
合
は
，下
記
の
者
を
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
で
貴
施
設
に
転
職
さ
せ
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
印
）

　
　
　
　
　
　
　

（
養
成
施
設
長
）
　
殿

（
作
成
上
の
注
意
）

　
１
　
原
本
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
２
　
無
職
又
は
自
営
の
場
合
は
，
本
人
が
承
諾
し
た
時
点
で
，
施
設
長
の
承
諾
書
は
提
出
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
。

教
員
（
専
任
・
兼
任
）
に
関
す
る
調
書
（
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
）

養
成
施
設
名

氏
名

現
住
所

性
別
男
・
女

生
年
月
日

　
　
年
　
　
月
　
　
日

（
　
　
歳
）

免
　
　
許

登
録
番
号
第
　
　
号

免
　
　
許

登
録
年
月
日
　
　
年
　
　
月
　
　
日

所
属
施
設
名

役
職
名

理
学
療
法
士
又
は

作
業
療
法
士
の
数

人

所
在
地

資
格
取
得
学
校
養
成
施
設
の
卒
業
年
次
　
　
年
　
　
月
学
校
養
成
施
設
名

特
例
試
験
の
合
格
年
次

　
　
年
　
　
月

職
　
　
　
　
歴

年
月

年
月

教
育

歴
（
実
習
指
導
を

含
む
）

年
月

年
月

日
本
理
学
療
法

士
協
会
又
は
日

本
作
業
療
法
士

協
会
の
加
入
会
員
（
　
　
年
か
ら
）
・
非
会
員
教
員
等
長
期
講
習

会
の
受
講
の
有
無
有
（
　
　
　
年
第
　
　
回
）
・
無

研
究
発
表

又
　
　
は

論
　
　
文

年
月

年
月

担
当
予
定
科
目

本
人
承
諾
書

有
　
・
　
無

所
属
長
承
諾
書

有
　
・
　
無

　
（
記
入
上
の
注
意
）

　
　
１
　
専
任
・
兼
任
及
び
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
い
ず
れ
か
に
〇
を
付
け
る
こ
と
。

　
　
２
　
職
歴
，
教
育
歴
及
び
研
究
発
表
又
は
論
文
は
，
主
な
も
の
を
記
入
し
，
１
枚
に
ま
と
め
る
こ
と
。
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実
　
習
　
施
　
設
　
に
　
関
　
す
　
る
　
調
　
書

実
習
施
設
名

位
　
　
　
　
　
置

開
設
者
の
氏
名
（
法
人

に
あ
つ
て
は
，
名
称
）

病
　
　
床
　
　
数

（
又
は
入
所
定
員
）

最
近
の
患
者
数

実
習
生
受
入
状
況

（
　
　
　
　
年
度
）

養
　
成
　
施
　
設
　
名

年
間
受
入
延
人
数
（
　
実
　
数
　
）

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）

指
定
規
則
に

定
め
る
設
備

　
（
記
入
上
の
注
意
）

　
　
１
 　
「
病
床
数
」
に
つ
い
て
は
病
床
種
別
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
２
 　
「
最
近
の
患
者
数
」
の
欄
に
つ
い
て
は
，
最
近
１
年
間
（
申
請
書
提
出
時
の
前
年
度
）
の
理
学
療
法
又
は

作
業
療
法
を
受
け
た
患
者
延
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
３
 　
「
実
習
生
受
入
状
況
」
の
欄
は
，
申
請
時
の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
実
習
施
設
の
年
間
の
受
入
養
成
施
設

名
及
び
受
入
延
人
数
（
実
数
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
４
 　
「
指
定
規
則
に
定
め
る
設
備
」
の
欄
は
，
当
該
実
習
施
設
に
お
け
る
実
習
用
設
備
に
つ
い
て
，
そ
の
名
称

及
び
台
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

実
　
習
　
施
　
設
　
承
　
諾
　
書

　
 　
当
施
設
が
，
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
に
規
定
す
る
実
習
施
設
と
し
て
，
下
記
に
よ
り

臨
床
実
習
を
担
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
す
る
。

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
習
施
設
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
設
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
（
養
成
施
設
長
）

記

　
　
　
　
　
　
実
習
受
入
１
回
当
た
り
の
受
入
人
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

　
　
　
　
　
　
実
習
受
入
１
回
当
た
り
の
時
間
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
間

　
　
　
　
　
　
年
間
受
入
回
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

実
習
指
導
者
氏
名

承
認
印
又
は
署
名

免
許
取
得
年
月

実
務
経
験
年
数

所
属
・
職
名

印
　
　
年
　
　
月

年
　
　
月
　

印
　
　
年
　
　
月

年
　
　
月
　

印
　
　
年
　
　
月

年
　
　
月
　

印
　
　
年
　
　
月

年
　
　
月
　

　
（
記
入
上
の
注
意
）

　
　
 「
実
習
指
導
者
氏
名
」
の
欄
は
，
当
該
実
習
施
設
の
実
習
指
導
者
を
す
べ
て
記
入
し
，
本
務
の
所
属
先
及
び
当

該
養
成
施
設
種
別
に
係
る
臨
床
経
験
年
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
（
添
付
書
類
）

　
 　
実
習
指
導
者
の
履
歴
書
及
び
免
許
証
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
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（
添
付
書
類
）

　
　
１
　
設
置
者
に
関
す
る
書
類

　
　
　
⑴
　
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
イ
　
法
人
の
寄
附
行
為
又
は
定
款

　
　
　
　
ロ
　
役
員
名
簿

　
　
　
　
ハ
　
法
人
認
可
官
庁
に
提
出
し
た
前
年
度
の
事
業
概
要
報
告
書
，
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
の
写

　
　
　
　
ニ
 　
法
人
が
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
養
成
に
つ
い
て
議
決
し
て
い
る
場
合
は
，
そ
の
旨
を
記
載

し
た
議
事
録

　
　
　
⑵
　
設
置
者
が
法
人
の
設
立
を
予
定
し
て
い
る
場
合

　
　
　
　
　
認
可
官
庁
に
提
出
し
た
申
請
書

　
　
２
　
建
物
に
関
す
る
書
類

　
　
　
　
建
物
の
配
置
図
及
び
平
面
図

　
　
３
　
整
備
に
関
す
る
書
類

　
　
　
⑴
　
土
地
 　
設
置
者
所
有
の
場
合
登
記
書
抄
本
，
寄
附
を
受
け
る
場
合
登
記
書
抄
本
及
び
寄
附
申
込
書
，
買

収
又
は
賃
借
の
場
合
見
積
書

　
　
　
⑵
　
建
物
　
設
置
者
所
有
の
場
合
登
記
書
抄
本
，
新
築
，
買
収
又
は
賃
借
の
場
合
見
積
書

　
　
　
⑶
　
設
備
　
教
授
用
及
び
実
習
用
の
機
械
器
具
，
標
本
，
模
型
及
び
図
書
の
目
録

　
　
４
　
資
金
計
画
に
関
す
る
書
類

　
　
　
⑴
　
自
己
資
金

　
　
　
　
　
金
融
機
関
に
よ
る
残
高
証
明
書
等

　
　
　
⑵
　
借
入
金

　
　
　
　
イ
　
融
資
予
定
額
，
金
融
機
関
名
，
返
済
期
間
及
び
償
還
計
画
等
を
記
載
し
た
書
類

　
　
　
　
ロ
　
融
資
内
諾
書
等
が
あ
れ
ば
そ
の
書
類
の
写

　
　
　
⑶
　
寄
附
金
等

　
　
　
　
イ
　
寄
附
申
込
書

　
　
　
　
ロ
　
寄
附
を
す
る
者
の
財
産
を
証
明
す
る
書
類

　
　
　
⑷
 　
そ
の
他
（
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
15年

法
律
第
118号

）
第
68条

第
１
項
に

規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。）
の
設
置
す
る
学
校
又
は
養
成
施
設
の
場
合
は
不
要
）

　
　
　
　
　
収
支
予
算
及
び
向
こ
う
２
年
間
の
財
政
計
画

　
　
５
　
教
育
環
境
に
関
す
る
書
類

　
　
　
　
周
辺
の
略
図

　
　
６
　
そ
の
他

　
　
　
　
学
則

　
（
備
考
）

　
　
こ
の
申
請
書
は
，
授
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
６
か
月
前
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

様
式
第
2
号
（
第
３
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
変
更
承
認
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
 　
指
定
養
成
施
設
の
変
更
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
11条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
指
定
養
成
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名
称

位
置
〒　
電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
２
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
又
は
事
由

変
更
の
事
項

（
該
当
す
る
番
号
に

○
を
付
け
る
こ
と
）

⑴
　
学
則
（
修
業
年
限
に
関
す
る
事
項
）

⑵
　
学
則
（
教
育
課
程
に
関
す
る
事
項
）

⑶
　
学
則
（
入
所
定
員
に
関
す
る
事
項
）

⑷
　
校
舎
の
各
室
の
用
途
及
び
面
積
並
び
に
建
物
の
配
置
図
及
び
平
面
図

⑸
　
実
習
施
設

変
更

前

変
更

後

　
３
　
変
更
の
予
定
年
月
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
４
　
変
更
の
理
由
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理
学
療
法
士
（
作
業
療
法
士
）
養
成
施
設
定
員
変
更
承
認
に
関
す
る
調
書

１
　
種
類
等
養
成
施
設
の
種
類
変
更
前
定
員
変
更
後
定
員

変
　
　
更
　
　
内
　
　
容

理
学
療
法
士

名
名

学
級
定
員
の
増
，
そ
の
他
（
　
　
　
）

作
業
療
法
士

名
名

学
級
定
員
の
増
，
そ
の
他
（
　
　
　
）

合
　
　
　
計

名
名

２
　
専
任
教
員
現在の教員

免
許
の

種
　
類

氏
　
　
名

年齢
担
当
科
目

免
許
番
号

免
許
取
得

年
　
　
月

新たに採用する教員

免
許
の

種
　
類

氏
　
　
名

年齢
担
　
当

予
　
定

科
　
目

免
　
許

番
　
号
免
　
許

取
　
得

年
　
月

本
　
人

承
　
諾

の
有
無

施
設
長
の

承
諾
書
の

有
　
　
無

３
　
校

舎
土
地
面
積

㎡
建
物
面
積

㎡
共
　
有
　
部
　
門

理
学
療
法
部
門

作
業
療
法
部
門

室
の
名
称

面
積
（
㎡
）

室
の
名
称

面
積
（
㎡
）

室
の
名
称

面
積
（
㎡
）

４
　
実
習
施
設

理
学
療
法
士
養
成
施
設

作
業
療
法
士
養
成
施
設

既
に
承
認
を

受
け
て
い
る

実
習
施
設
の
数

Ｐ
Ｔ数

既
に
承
認
を

受
け
て
い
る

実
習
施
設
の
数

Ｏ
Ｔ数

新
た
な

実
　
習

施
　
設

の
名
称

所
在
地

病
床
数
Ｐ
Ｔ数

受
入
数
新
た
な

実
　
習

施
　
設

の
名
称

所
在
地

病
床
数
Ｏ
Ｔ数

受
入
数

　
（
備
考
）

　
　
１
　
こ
の
調
書
は
，
変
更
事
項
⑶
の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
建
物
を
増
築
す
る
場
合
は
，「
３
　
校
舎
」
の
欄
に
（
　
）
書
き
で
別
掲
す
る
こ
と
。

　
　
３
　
「
４
　
実
習
施
設
」
に
つ
い
て
は
，
開
設
者
の
承
諾
を
得
た
も
の
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
（
添
付
書
類
）

　
　
１
 　
変
更
に
つ
い
て
法
人
の
決
定
を
確
認
で
き
る
書
類
（
議
事
録
の
写
し
等
）

　
　
２
 　
学
則
の
新
旧
対
照
表
（
変
更
事
項
⑴
，
⑵
又
は
⑶
の
場
合
）

　
　
３
 　
新
学
則
（
案
）
全
文
（
変
更
事
項
⑴
，
⑵
又
は
⑶
の
場
合
）

　
　
４
 　
過
去
３
年
間
の
受
験
者
数
及
び
入
学
者
数
（
変
更
事
項
⑶
の
場
合
）

　
　
５
 　
専
任
教
員
を
新
た
に
採
用
す
る
場
合
は
，
専
任
教
員
に
関
す
る
調
書
（
様
式
第
１
号
の
「
教
員
（
専
任
・

兼
任
）
に
関
す
る
調
書
（
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
）」
に
準
じ
る
。）
及
び
承
諾
書
（
様
式
第
１
号
に
準

じ
る
。）（
変
更
事
項
⑶
の
場
合
）

　
　
６
 　
実
習
施
設
を
新
た
に
追
加
す
る
場
合
は
，
実
習
施
設
承
諾
書
（
様
式
第
１
号
に
準
じ
る
。）
及
び
実
習
施

設
に
関
す
る
調
書
（
様
式
第
１
号
に
準
じ
る
。）（
変
更
事
項
⑶
の
場
合
）

　
　
７
 　
法
人
認
可
官
庁
に
提
出
し
た
過
去
３
年
間
の
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
の
写
（
変
更
事
項
⑶
の
場
合
）

　
　
８
 　
校
舎
の
各
室
の
用
途
及
び
面
積
に
係
る
新
旧
対
照
表
，
変
更
後
の
指
定
養
成
施
設
の
周
辺
の
地
図
（
校
舎

移
転
の
場
合
に
限
る
。）
並
び
に
校
舎
の
新
配
置
図
及
び
新
平
面
図
（
新
部
分
は
赤
で
囲
み
表
示
を
す
る
こ

と
。）（
変
更
事
項
⑷
の
場
合
）

　
　
９
 　
実
習
施
設
の
新
旧
対
照
表
，
実
習
施
設
承
諾
書
（
様
式
第
１
号
に
準
じ
る
。），
実
習
施
設
に
関
す
る
調
書

（
様
式
第
１
号
に
準
じ
る
。）（
変
更
事
項
⑸
の
場
合
）

　
（
備
考
）

　
　
こ
の
申
請
書
は
，
変
更
を
行
お
う
と
す
る
６
か
月
前
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。
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様
式
第
4
号
（
第
５
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
指
定
取
消
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
 　
指
定
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
い
の
で
，
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
15条
の
規
定

に
よ
り
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
養
成
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名
称

位
置
〒　
電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
２
　
指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

　
３
　
指
定
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
予
定
期
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
４
　
在
学
中
の
学
生
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
措
置

　
（
添
付
書
類
）

　
　
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
法
人
の
決
定
を
確
認
で
き
る
書
類
（
議
事
録
の
写
し
等
）

様
式
第
3
号
（
第
４
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
変
更
届
出
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
 　
指
定
養
成
施
設
の
変
更
が
あ
っ
た
の
で
，
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
11条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

　
１
　
指
定
養
成
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名
称

位
置
〒　
電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
２
　
変
更
が
あ
っ
た
事
項

変
更
の
事
項

（
該
当
す
る
番
号
に

○
を
付
け
る
こ
と
）

⑴
 　
設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

名
称
）

⑵
　
指
定
養
成
施
設
の
名
称

⑶
　
指
定
養
成
施
設
の
位
置

⑷
　
学
則
（
修
業
年
限
，
教
育
課
程
及
び
入
所
定
員
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。）

変
更

前

変
更

後

　
３
　
変
更
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
４
　
変
更
の
理
由

　
（
添
付
書
類
）

　
　
１
　
変
更
に
つ
い
て
法
人
の
決
定
を
確
認
で
き
る
書
類
（
議
事
録
の
写
し
等
）

　
　
２
　
学
則
の
新
旧
対
照
表
及
び
新
学
則
全
文
（
変
更
事
項
⑷
の
場
合
）

　
（
備
考
）

　
　
こ
の
届
出
書
は
，
変
更
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
１
か
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
。
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告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
七
一
四

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

く
る
る

大
崎
市
古
川
稲
葉
四
丁

目
二
番
二
十
六
号

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

く
る
る

平
成
二
十
七
年

十
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
網
地
浜
釜
ノ
間
一
四
四
（
国
有
林
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。　

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
六
号

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
米
山
町
字
川
前
四
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
米
山
町
字
川
前
四
二
番
二
地
先
ま
で

前

一
五
・
五
〜

 

一
七
・
〇

 

二
〇
・
一
五

後

一
六
・
五
〜

 

一
七
・
五

 

二
〇
・
一
五

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

四
五
七
号

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
栗
駒
松
倉
小
深
田
平
二
七
番
一
四
二
地
先

か
ら

同
市
栗
駒
松
倉
小
深
田
平
二
七
番
八
四
地
先
ま
で

前

一
七
・
三
〜

 

一
九
・
九

 

四
五
・
二

後

一
七
・
三
〜

 

一
七
・
五

 

四
五
・
二
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
級
河
川
北
上
川
水

系
迫
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）、
宮
城
県
北
部

土
木
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
、
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
及
び
宮
城

県
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
百
十
四
号　

大
曲
浜
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
県
営
玉
浦
中
部
地
区
土
地
改
良
事
業
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
の
変
更
に
当
た
り
、
土

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概

要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
玉
浦
中
部
地
区
土
地
改
良
事
業
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

岩
沼
市
役
所

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
一－

八
五
〇
五　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四－

十
七

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｓ
ｄ
ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
岩
沼
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
大
樋
七
番
一　

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
竹
ノ
内
沢
三
十
一
番
地

 

荒
木　

雅
弘　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
四
条
中
「
宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
」
を
「
宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
表
中

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育
」
を

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育
」

　

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
中
「

六
〇

五
六

六
七
」
を

「

四
六

六
〇

五
六

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
の
項
中
「

三
二

三
五

三
○

」
を

「

三
五

三
二

三
五
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校
の
項
中
「

一
四

一
一
」
を

「

一
一

一
四

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校
の
項
中
「

四
六

四
四

三
五

」
を

「

三
八

四
六

四
四

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校
の
項
中
「

二
二

一
九

二
七

」
を

「

一
九

二
二

一
九

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
の
項
中
「

三
八

四
一

」
を

「

四
六

三
八

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
支
援
学
校
の
項
中
「

二
七

二
二

三
二

」
を

「

一
九

二
七

二
二

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校
の
項
中
「

二
四

二
二

」
を

「

一
六

二
四
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校
の
項
中
「

三
五

二
七
」
を

「

三
五

三
五

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
の
項
中
「

二
二

一
四

」
を

「

三
○

二
二
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
の
項
中
「

四
三

三
八
」
を

「

三
○

四
三
」
に
改
め
、
同
表
中

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

産
業
技
術
科

三
年

四
〇

四
八

四
〇

を

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

普
通
科

三
年

二
四

一
六

一
六
」

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

 

川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス　

産
業
技
術
科

産
業
技
術
科

三
年
三
年

四
〇

　

八

四
〇

四
八

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

普
通
科

三
年

二
四

二
四

一
六

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園

産
業
技
術
科

三
年

二
四

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
水
産
高
等
学
校
の
項
中
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「

海
洋
総
合
科

情
報
科
学
科

三
年

三
年

男
女

男
女

一
六
〇

　

 

一
六
〇

　

 

一
二
〇

　

四
〇
」
を

「

海
洋
総
合
科

三
年

男
女

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
工
業
高
等
学
校
の

項
中
「

機
械
制
御
科

機

械

科

三
年
三
年

男
女
男
女
　

 
 

八
〇
　

 
 

八
〇

 

八
〇

　

 

」
を

「

機

械

科

三
年

男
女

 
八
〇

 

八
〇

 

八
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校
の
項

中
「

二
八
〇
」
を
「

二
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
西
高
等
学
校
の
項
中

「

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇
」
を
「

 

八
〇

一
二
〇

一
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
角
田
高
等
学

校
の
項
中
「

一
六
〇

二
〇
〇
」
を
「

　

 

一
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
多
賀
城
高
等
学
校
の
項

中
「

普

通

科

三
年

男
女

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

」
を

「

普

通

科

災
害
科
学
科

三
年

三
年

男
女

男
女

二
四
〇

 

四
〇

二
八
〇

　

 

二
八
〇

　

 

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
登
米
高
等
学
校
の
項
中

「
　

四
〇
　

四
〇

」
を
「

　

 

　

四
〇

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
の
項
中

「
　

八
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

八
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

を
「

　

 

　

 

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

八
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

四
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
築
館
高
等
学
校
の
項
中

　

 

　

四
〇

　

 

　

 

　

 

　

四
〇

　

 

　

 

」

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

四
〇

　

 

　

四
〇

　

 

　

 

」

「

二
〇
〇
」
を
「

一
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
の
項
中

「
　

四
〇
　

四
〇
　

四
〇
」
を
「

　

 

　

四
〇
　

四
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
鹿
島
台
商
業

高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

宮
城
県
蔵
王

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

 

八
〇
　

 

　

 

」

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
松
島
高
等
学
校
の
項
中
「

二
〇
〇

　

 

」
を
「

一
二
〇

　

八
〇
」
に
改
め
、
同
表
宮
城

県
志
津
川
高
等
学
校
の
項
中
「

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇
」
を
「

　

八
〇

一
二
〇

一
二
〇
」
に
改
め

る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

宮
城
県
角
田

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

一
六
〇
　

 

　

 

」

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
蔵
王
高
等
学
校
の
項
中
「

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

」
を

「
　

 

一
二
〇

一
二
〇

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「

　

四
〇

 

八
〇

」
を

「
　

四
〇
　

四
〇

」
に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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